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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （平成３０年第２回有田川町議会定例会） 

平成３０年６月５日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町一般会計補正予算（第８号） 

 日程第５ 報告第２号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（ 

             第５号） 

 日程第６ 報告第３号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

             ５号） 

 日程第７ 報告第４号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第４ 

             号） 

 日程第８ 報告第５号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計補 

             正予算（第１号） 

 日程第９ 報告第６号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４ 

             号） 

 日程第10 報告第７号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算（第 

             ４号） 

 日程第11 報告第８号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算（ 

             第３号） 

 日程第12 報告第９号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町簡易排水事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第13 報告第10号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町浄化槽事業特別会計補正予算（第１号 
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             ） 

 日程第14 報告第11号 専決処分の承認を求めることについて 

             平成２９年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算（ 

             第２号） 

 日程第15 報告第12号 平成２９年度有田川町一般会計繰越明許費繰越計算書 

 日程第16 報告第13号 平成２９年度有田川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計 

            算書 

 日程第17 報告第14号 平成２９年度有田川町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越 

            計算書 

 日程第18 報告第15号 平成２９年度有田川町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰 

            越計算書 

 日程第19 報告第16号 平成２９年度有田川町水道事業会計予算繰越計算書 

 日程第20 報告第17号 専決処分の承認を求めることについて 

             有田川町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第21 報告第18号 専決処分の承認を求めることについて 

             有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に 

             ついて 

 日程第22 報告第19号 一般財団法人有田川町ふるさと開発公社の経営状況について 

 日程第23 議案第45号 平成３０年度有田川町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第46号 有田川町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第25 議案第47号 有田川町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第26 議案第48号 有田川町地域振興基金条例及び有田川町低炭素社会づくり推進 

            基金条例を廃止する条例の制定について 

 日程第27 議案第49号 有田川町辺地総合整備計画の策定について 

 日程第28 議案第50号 有田川町辺地総合整備計画の変更について 

 日程第29 議案第51号 財産の取得について 

 日程第30 議案第52号 有田川町道路線の認定について 

 日程第31 議案第53号 有田川町副町長の選任の同意について 

 日程第32 議案第54号 有田川町監査委員の選任の同意について 

 日程第33 議案第55号 有田川町農業委員会委員の任命の同意について 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番   片 畑 進 之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 
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    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       14番   新 家   弘 

    15番   湊   正 剛       16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ３番   椿 原 竜 二       14番   新 家   弘 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正 隆    副 町 長  山 﨑 博 司 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  中 硲   準    消 防 長  栗 栖   誠 

   産 業 振 興 部 長  立 石 裕 視    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  竹 中 幸 生    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  森 田 栄 一    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  井 上 光 生 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  一ツ田 友 也    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（殿井 堯） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１６人であります。 

   定足数に達しておりますので、第２回有田川町議会定例会は成立いたしました。 

   ただいまから、平成３０年第２回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３１分 

○議長（殿井 堯） 

   本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、

３番、椿原竜二君、１４番、新家弘君を指名します。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（殿井 堯） 
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   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   この際、議会運営委員会から、５月３０日に開催された委員会の結果について御報

告願います。 

   議会運営委員会委員長、森谷信哉君。 

○議会運営委員長（森谷信哉） 

   改めまして、おはようございます。 

   議長の指名がありましたので、議会運営委員会の開催結果について、御報告申し上

げます。 

   去る、５月３０日、午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期

並びに日程、各常任委員会の開催日等について協議いたしました。その結果、会期に

つきましては、本日から６月２０日までの１６日間とさせていただきました。一般質

問は１４日、１５日としております。 

   議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりといたしたく思いま

す。日程第４から日程第３３までの、報告１９件、議案１１件について一括上程を行

い、当局から提案理由の説明を求めたのち、全員協議会において御審査いただきたい

と思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、報告第１号から報告第１８号、議案第４６号、議

案第５３号及び議案第５４号についての議案審議を本日お願いいたします。 

   この会期、日程等に御賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位の御協

力をお願い申し上げまして、御報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   お諮りします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本定例会の会期は本日から６月２０日まで

の１６日間にしたいと思います。 

   御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から６月２０日までの１６日間に決定しました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、報告１９件、議案１１件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１２人であります。 

   次に、本定例会までに受理いたしました、上六川のソーラー事業運営についての請

願は産業建設住民常任委員会に、精神障害者の交通運賃割引を求める意見書採択のお
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願いの要望書は総務文教福祉常任委員会に、それぞれ、お手元に配付の文書表のとお

り付託することに決定しましたので御了承願います。 

   次に、監査委員より、平成３０年２月、３月、４月分の例月現金出納検査の結果及

び平成２９年度水道事業棚卸検査の結果について、それぞれお手元に配付のとおり報

告されています。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第４から日程第３３までの報告１９件、議案１１件を一括議題としたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第４から日程第３３までの報告１９件、議案１１件を一括議題と

します。 

   提案理由の説明を求めます 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   おはようございます。 

   本日、ここに平成３０年第２回有田川町議会定例会を招集しましたところ、議員各

位には、大変お忙しい中、御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

   それでは、提案理由の説明に先立ち、去る４月１日付で職員の人事異動を発令しま

したので、御紹介いたします。 

   福祉保健部長の前久保眞次でございます。 

   教育部長の井上光生でございます。 

   住民税務部長の山田展生でございます。 

   企画調整課長の森田栄一でございます。 

   どうかよろしくお願い申し上げます。 

   なお、説明員として出席する者は、副町長、教育長、部長職７名、課長職３名、私

を含め１３名が常時出席いたします。 

   また、議案によって、清水行政局長初め課長等が出席する場合につきましては、当

日の議会開会までに議長に申し出て、許可を得るようにいたしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

   それでは、ただいま上程されました議案について御説明申し上げます。報告第１号

から報告第１１号までの１１議案につきましては、地方自治法第１７９条第３項の規

定に基づき、平成２９年度一般会計、各特別会計補正予算について、専決処分の承認

を求めるものであります。 
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   報告第１号は、平成２９年度有田川町一般会計補正予算第８号であります。今回の

補正は、町税、各交付金、地方交付税、国・県支出金及び町債等の額が確定しました

ので、これを補正するとともに、不用額となる未執行額を減額する一方、減債基金に

２億円、公共施設整備基金に２億円を積み立て、また、翌年度の財源として、予備費

に２億１，７４８万２，０００円を確保いたしております。これにより、２，０３５

万１，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は１５３億５，８１８万円と相

なりました。 

   報告第２号は、平成２９年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第５号で

あります。今回の補正は、事業費が確定したことにより、国・県支出金、療養給付費 

交付金及び繰入金等の額が確定しましたので、これを補正するとともに、不用額とな

る未執行額を減額する一方、国民健康保険事業基金積立金に３，９９４万２，０００

円を積み立て、翌年度の財源として、予備費に６，０１１万７，０００円を確保した

結果、９２７万３，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は、４２億７，４

２０万４，０００円と相なりました。 

   報告第３号は、平成２９年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第５号であ

ります。今回の補正は、事業費が確定したことにより、不用額となる未執行額を減額

する一方、予備費を増額した結果、６万円の増額補正となり、補正後の予算総額は、

７億４，６９９万円と相なりました。 

   報告第４号は、平成２９年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第４号であり

ます。今回の補正は、保険給付費等の事業費が確定したことにより、繰入金及び国・

県支出金、支払基金交付金等の額が確定しましたので、これを補正するとともに、不

用額となる未執行額を減額する一方、介護給付費 準備基金積立金に３，０００万円、

翌年度の財源として、予備費に４，７８５万１，０００円を確保した結果、１億１，

３９０万円の減額補正となり、補正後の予算総額は３１億１，０９１万８，０００円

と相なりました。 

   報告第５号は、平成２９年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計補正予算

第１号であります。今回の補正は、施設管理費等が確定したことにより、不用額とな

る未執行額を減額した結果、４２万９，０００円の減額補正となり、補正後の予算総

額は、２２３万１，０００円と相なりました。 

   報告第６号は、平成２９年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算第４号であり

ます。今回の補正は、事業費、管理費等が確定したことにより、繰入金等が確定しま

したので、これを補正するとともに、不用額となる未執行額を減額した結果、２，９

９８万円の減額補正となり、補正後の予算総額は、６億２，０２１万９，０００円と

相なりました。 

   報告第７号は、平成２９年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算第４号であ

ります。今回の補正は、事業費等が確定したことにより、負担金、使用料、繰入金、
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諸収入等の額が確定しましたので、これを補正するとともに、不用額となる未執行額

を減額する一方、公共下水道事業整備基金に３，７９１万６，０００円を積み立てた

結果、５，５２９万３，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は、１７億３，

１６５万７，０００円と相なりました。 

   報告第８号は、平成２９年度有田川町農業集落排水事業特別会計補正予算第３号で

あります。今回の補正は、使用料、繰入金等が確定しましたので、これを補正すると

ともに、不用額となる未執行額を減額した結果、１，４３６万８，０００円の減額補

正となり、補正後の予算総額は、２億８，５４４万７，０００円と相なりました。 

   報告第９号は、平成２９年度有田川町簡易排水事業特別会計補正予算第１号であり

ます。今回の補正は、施設管理費等が確定したことに伴い、不用額となる未執行額３

１万９，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は、１７０万９，０００円と

相なりました。 

   報告第１０号は、平成２９年度有田川町浄化槽事業特別会計補正予算第１号であり

ます。今回の補正は、施設管理費等が確定したことに伴い、不用額となる未執行額８

０万８，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は、８５７万８，０００円と

相なりました。 

   報告第１１号は、平成２９年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算第２号

であります。今回の補正は、施設管理費等が確定したことにより、不用額となる未執

行額を減額した結果、５６２万３，０００円の減額補正となり、補正後の予算総額は、

６，８５５万５，０００円と相なりました。  

   報告第１２号から報告第１５号までの４議案は、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定による、繰越計算書の報告についてであります。 

   報告第１２号は平成２９年度の一般会計予算の経費を平成３０年度に繰り越して使

用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するものであります。 

   報告第１３号は、平成２９年度の簡易水道事業特別会計予算の経費を平成３０年度

に繰り越して使用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するもので

あります。 

   報告第１４号は、平成２９年度の公共下水道事業特別会計予算の経費を平成３０年

度に繰り越して使用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するもの

であります。 

   報告第１５号は、平成２９年度の農業集落排水事業特別会計予算の経費を平成３０

年度に繰り越して使用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するも

のであります。 

   報告第１６号は、地方公営企業法第２６条第３項の規定による繰越計算書の報告に

ついてであります。平成２９年度の水道事業会計予算の経費を平成３０年度に繰り越

して使用するため、繰越計算書を調製しましたので、これを報告するものであります。 
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   報告第１７号議案及び報告第１８号議案は、地方自治法第１７９条第３項の規定に

基づき、条例制定の専決処分について議会の承認を求めるものであります。 

   報告第１７号は、有田川町税条例等の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。地方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公布され、平成３０

年４月１日から施行されたことに伴い、有田川町税条例及び有田川町税条例等の一部

を改正する条例の一部を速やかに改正する必要が生じたため、条例の一部改正を専決

処分したものであります。主な改正点として、障害者、未成年者、寡婦等に対する町

民税の非課税範囲の引き上げ、均等割りの非課税措置の引き上げ、基礎控除の見直し、

たばこ税の引き上げ及び加熱式たばこの課税方式の見直しを行うものであります。 

   報告第１８号は、有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。地方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公布され、

４月１日から施行されることに伴い、有田川町国民健康保険税条例の一部を速やかに

改正する必要が生じたため、条例の一部改正を専決処分したものであります。主な改

正点として、基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ、軽減措置について、世帯の軽

減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額の引き上げを行うものであり

ます。 

   報告第１９号は、一般財団法人有田川町ふるさと開発公社の経営状況についてであ

ります。有田川町ふるさと開発公社は、一般財団法人として、５期目を迎えています。

昨年度は、二川温泉の源泉が枯渇し、残念ながら完全休業となりました。その影響で

隣接する宿泊施設、白馬につきましても宿泊営業ができなくなり、食堂のみを完全予

約制とするなど、ふるさと開発公社の施設運営を取り巻く環境も大きく変わってきて

いるところであります。 

   ここで、平成２９年度の業績を見てみますと、事業収入は１億２，２７７万円とな

り、前年比の８３％となっています。前年度を上回った施設は、あさぎり、しみず温

泉健康館、オートキャンプ場、遠井キャンプ場の４施設となっています。 

   続きまして、事業費用につきましては、３，１７３万円となり、前年比の８５％と

なりました。 

   次に施設全体の管理費用は、１億９７２万円で、前年比８５％となっています。契

約職員の退職に伴う補充を行わず、残りの人員で施設間の協力体制を強化し、シフト

の見直し等を行ったところ、人件費を大きく削減することができています。全体では、

前年比で約１，９５３万円の減少となっています。 

   次に、営業利益でございますが、事業収入の1億２，２７７万円から事業費用と管

理費用をあわせた費用、１億４，１４５万円を差し引いた結果、マイナスの１，８６

７万円となっております。これに、指定管理料などの事業外収入を含めた年間の経常

利益は、２３１万円の黒字となったことを御報告いたします。 

   全国的にも人口減少が問題視されている中、観光事業につきましても集客が大変難
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しい時代ではございますが、過疎高齢化が著しい清水地域の活性化の一翼を担ってい

る、ふるさと開発公社の運営に関しましては、今後とも、議員皆様方の御指導、御協

力のほど、よろしくお願い申し上げまして、経営状況の報告といたします。 

   議案第４５号は、平成３０年度有田川町一般会計補正予算第１号であります。今回

の補正の主なものは、２款総務費の総務管理費では、財産管理費で、清水文化センタ

ーの修繕料として１９４万４，０００円を、３款民生費の社会福祉費では、社会福祉

総務費で、非常勤職員の報酬と旅費として、１４３万５，０００円を、児童福祉費の

児童福祉総務費で、放課後児童健全育成事業委託料として４４９万８，０００円を、

４款衛生費の清掃費では、じん芥処理費で、プラスチック収集場等の修繕料として３

１７万３，０００円を、ゴミ置場設置補助金として９０万円を、６款農林水産業費の

農業費では、農地費で、小規模土地改良事業の工事請負費として５００万円を、地籍

調査費で、委託料として１４０万円を、８款土木費の道路橋りょう費では、道路新設

改良費で社会資本整備総合交付金事業の交付内示を受けて、測量設計監理等委託料で

７０４万円を、土地購入費と物件補償費で６８４万１，０００円の減額を、県営事業

負担金で１９１万９，０００円を、９款消防費では、非常備消防費で、消防団員費用

弁償として９８万円を、災害対策費で、備品購入費として１００万円を、１０款教育

費の小学校費では、学校管理費で、小学校用地購入の関連費用として５，１７６万５，

０００円を、保健体育費では、スポーツ振興くじの助成を受けて、きび体育館のアリ

ーナ改修事業費として、５，６４０万６，０００円を、１１款災害復旧費の農林水産

業施設災害復旧費では、林業用施設災害復旧事業の工事請負費として５００万円を計

上し、その他所要の補正を行った結果、歳入歳出それぞれ１億３，５８５万２，００

０円を追加し、補正後の予算総額は、１５０億８，５８５万２，０００円と相なりま

した。 

   なお、補正額の財源といたしまして、分担金、国及び県支出金、繰入金、繰越金、

諸収入及び町債を充てることにいたしております。また、地方債の補正につきまして

も、御審議を願うものであります。 

   議案第４６号は有田川町税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

地方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公布され、また、生産性

向上特別措置法が平成３０年５月２３日に公布されたことにより、有田川町税条例の

一部を改正するものであります。主な改正点は、中小企業の一定の設備投資について、

平成３３年３月３１日までの間において取得されるものに係る固定資産税の課税標準

額を最初の３年間を０とする特例措置を創設するものであります。 

   議案第４７号は有田川町都市公園条例の一部を改正する条例の制定であります。都

市公園法施行令第８条の改正により、運動施設率については、地方公共団体が条例で

定めることとなったため、本条例を改正するものであります。 

   議案第４８号は有田川町地域振興基金条例及び有田川町低炭素社会づくり推進基金
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条例を廃止する条例の制定についてであります。これらの条例は、平成２９年度末現

在で、基金残高の全てを取り崩し、今後においても積み立てる見込みがないため、条

例を廃止するものであります。 

   議案第４９号は有田川町辺地総合整備計画の策定についてであります。黒松辺地地

域において、町道黒松西ケ峯線道路改良工事を、上六川・西辺地及び押手辺地地域に

おいては、防火水槽の設置を、それぞれ新規に計画策定するため、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、

議会の議決をお願いするものであります。 

   議案第５０号は有田川町辺地総合整備計画の変更についてであります。上六川・西 

辺地及び生石辺地地域において、既に計画している、町道辷り石線道路改良工事、及

び町道生石大月線道路改良工事の工事期間の延長及び事業費の増額を行うため、辺地

総合整備計画を変更するに当たり、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上

の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、議会の議決をお願いするもの

であります。 

   議案第５１号は、財産の取得についてであります。平成３０年度消防ポンプ自動車

の購入について、平成３０年４月２６日、指名競争入札に付したところ、大阪府吹田

市豊津町１－３１、長野ポンプ株式会社大阪営業所、所長、濱康則氏が落札いたしま

したので、３，３４８万円で物品購入契約を締結するに当たり、有田川町議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議

決をお願いするものであります。 

   議案第５２号は有田川町道路線の認定についてであります。有田川町大字水尻地内、

町道１０１２号線、延長６９．６３メートルを、道路法の規定により、町道の認定を

お願いするものであります。 

   議案第５３号は有田川町副町長の選任の同意についてであります。有田川町副町長、

山﨑博司氏の任期が平成３０年６月１３日をもって満了となるため、地方行政に精通

している、有田川町大字植野２５０番地７、坂頭徳彦氏を有田川町副町長に選任いた

したく、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意をお願いするものでありま

す。なお、御同意いただければ、発令日は平成３０年７月１日となります。 

   議案第５４号は、有田川町監査委員の選任の同意についてであります。有田川町監

査委員、木下正昭氏の任期が平成３０年６月１２日をもって満了となるため、有田川

町大字小川３５１番地、服部眞悟氏を有田川町監査委員に選任いたしたく、地方自治

法第１９６条第１項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第５５号は、有田川町農業委員会委員の任命の同意についてであります。農業

委員会等に関する法律が改正され、平成３０年６月３０日をもって、現農業委員会委

員 全ての方が任期満了となるため、新たに委員の任命をいたしたく、農業委員会等

に関する法律第８条 第１項の規定により議会の同意をお願いするものであります。 
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   １５名の方々の住所、氏名を申し上げます。有田川町大字下津野１５５７番地、辻

義功氏。同じく、大字明王寺３２８番地、林靖巳氏。同じく、大字井口４２９番地、

岩倉洋治氏。同じく、大字角２１８番地、吉信清彦氏。同じく、大字吉見４６７番地、

湯原康弘氏。同じく、大字歓喜寺１８７番地、森田善久氏。同じく、大字中井原６３

番地１、中尾高明氏。同じく、大字中４５２番地、大北義和氏。同じく、大字丹生２

６１番地、榎本利成氏。同じく、大字粟生１０５３番地、向井正久氏。同じく、大字

清水１６０１番地６、山田文男氏。同じく、大字久野原１１２０番地、宮本一彦氏。

同じく、大字土生１６２番地、城山富三氏。同じく、大字下津野６６１番地７、竹中

真理氏。同じく、大字徳田２５４番地１、星田光司氏。以上１５名の方々の任命につ

いて議会の同意をお願いするものであります。なお、任期につきましては、平成３３

年６月３０日までの３年間となってございます。 

   以上で提出議案に対する私の説明を終わります。何とぞ御審議の上、御賛同賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   暫時休憩いたします。 

   休憩中に、３階中会議室において、全員協議会を開催しますので、よろしくお願い

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時０８分 

再開 １３時００分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします。 

……………日程第４ 報告第１号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第４、報告第１号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有田

川町一般会計補正予算第８号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 
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   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第５ 報告第２号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第５、報告第２号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有田

川町国民健康保険事業特別会計補正予算第５号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第６ 報告第３号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第６、報告第３号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有田

川町後期高齢者医療特別会計補正予算第５号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第７ 報告第４号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第７、報告第４号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有田

川町介護保険事業特別会計補正予算第４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第８ 報告第５号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第８、報告第５号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有田

川町特別養護老人ホーム等事業特別会計補正予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 
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   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第９ 報告第６号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第９、報告第６号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有田

川町簡易水道事業特別会計補正予算第４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１０ 報告第７号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１０、報告第７号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有

田川町公共下水道事業特別会計補正予算第４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 
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○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１１ 報告第８号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１１、報告第８号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有

田川町農業集落排水事業特別会計補正予算第３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１２ 報告第９号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１２、報告第９号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度有

田川町簡易排水事業特別会計補正予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 
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   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１３ 報告第１０号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１３、報告第１０号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度

有田川町浄化槽事業特別会計補正予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１４ 報告第１１号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１４、報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて。平成２９年度

有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算第２号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本件は承認することに決定しました。 

……………日程第１５ 報告第１２号…………… 
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○議長（殿井 堯） 

   日程第１５、報告第１２号、平成２９年度有田川町一般会計繰越明許費繰越計算書

を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これで報告を終わります。 

……………日程第１６ 報告第１３号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１６、報告第１３号、平成２９年度有田川町簡易水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これで報告を終わります。 

……………日程第１７ 報告第１４号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１７、報告第１４号、平成２９年度有田川町公共下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

……………日程第１８ 報告第１５号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１８、報告第１５号、平成２９年度有田川町農業集落排水事業特別会計繰越

明許費繰越計算書を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

……………日程第１９ 報告第１６号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１９、報告第１６号、平成２９年度有田川町水道事業会計予算繰越計算書を
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議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認め、これで報告を終わります。 

……………日程第２０ 報告第１７号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第２０、報告第１７号、専決処分の承認を求めることについて。有田川町税条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２番、増谷。 

   報告第１７号、町税条例改正についての反対討論をさせていただきます。 

   本来ならば、質疑を予定していたのですが、質疑をしますと１時間ぐらいかかりま

すので、討論だけにかえさせていただきます。 

   今回の控除見直しについてでありますが、主要国の概算控除額と比べますと過大だ

という理由で、全ての収入に対して一律１０万円減らすことになります。その結果、

最低保障額は６５万円から５５万円に引き下がります。年収８５０万円超えという決

して富裕層とは言えない層を対象とした、取りやすいサラリーマンを狙い打ちする増

税であること、また最低賃金ぎりぎりで働いても課税されている非正規労働者などは

１円の恩恵もございません。 

   そして、最大の問題点は所得が１億円を超えると所得税負担率が下がってしまい、

所得の多くを占める株式譲渡益所得が何億円あっても分離課税となっているため、２

０．３１５％しか課税されません。本来、こうした分離課税の所得の税金に応分の負

担をかけるよう見直しをすべきであります。年収８５０万円以下のサラリーマンは基

礎控除をふやしても、給与所得控除が１０万円引き下げられるため、今回の措置によ

り、税負担は変わりません。 

   さらに収入額による頭打ちがなかった公的年金と控除にも年金収入が１，０００万

円を超えますと、控除額が１９５．５万円の上限を設定することになります。自営業

やフリーランスなどの従業者は減税になりますが、青色申告で特別控除や家内労働者

の必要経費の最低保障額が６５万円から５５万円の１０万円引き下げとなるため、減
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税にはなりません。現行の２２０万円が上限となっている給与所得控除を１９５万円

で頭打ちになります。所得２，４００万円を超えますと、基礎控除を段階的に減らし、

所得２，５００万円でゼロになります。 

   なお、こうした控除が引き下げられますと、税額が変わらない所得者でも、計算上

の、いわゆる所得額は増加します。これにより、例えば国保税で２０２１年度から後

期高齢者医療制度の保険料など、他の分野に影響が出てくる可能性が十分あります。

政府は措置をすると言っておりますが、いまだに具体策は出ておりません。 

   よって、以上の理由により反対討論とさせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立多数であります。 

   よって本件は承認することに決定しました 

……………日程第２１ 報告第１８号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第２１、報告第１８号、専決処分の承認を求めることについて。有田川町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２番、増谷。 

   報告第１８号、国民健康保険税の限度額の引き上げについての反対討論をさせてい

ただきます。 

   今回、賦課限度額の引き上げは、医療分と後期高齢者分、介護分の各３つの限度額

を設定しますが、その合計額が国保税全体の限度額となります。今回の限度額の引き

上げは、基礎課税限度額を５４万円から５８万円に引き上げます。よって、合計、課

税限度額は今回、９３万円となります。前回は平成２７年に４万円も引き上げており
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ます。 

   厚生労働省は限度額超過世帯の割合を１．５％に近づけるための限度額を引き上げ

ていくことを目標にしていますが、そうなりますと医療分で８０万円の限度額、後期

高齢者分で２２万円、介護分の１７万円となります。その合計は何と１１９万円とな

ってしまいます。厚労省は限度額の引き上げは中間所得者に配慮した税の設定だと説

明しますが、もともと低所得層が多い医療制度の中で重税感は増すばかりであります。 

   考えなければならないことは１９８４年以前の国庫負担率に戻し、被保険者の負担

を全体的に軽減することではないでしょうか。限度額を厚労省の水準に持っていくと、

給与収入の大体１０％前後にもなってしまうのではないでしょうか。 

   さらに国保税の賦課限度額は法定の額の範囲内で、市町村が独自に本来設定できる

ものであります。よって限度額の引き上げについては賛成できません。ただし、５割、

２割軽減該当者がありますけれども、おおよそ８世帯と、２１世帯の増にしかならず、

よって、以上の理由により反対討論とさせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立多数であります。 

   よって本件は承認することに決定しました 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第２４、議案第４６号及び日程第３０、議案第５２号か

ら日程第３２、議案第５４号までを先に審議したいと思います。御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第２４、議案第４６号及び日程第３０、議案第５２号か

ら日程第３２、議案第５４号までを先に審議することに決定しました。 

……………日程第２４ 議案第４６号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第２４、議案第４６号、有田川町税条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。 
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   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

……………日程第３０ 議案第５２号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第３０、議案第５２号、有田川町道路線の認定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   お諮りします。 

   ただいま議題になっています議案５２号、有田川町道路線の認定については産業建

設住民常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。したがって、議案第５２号、有田川町道路線の認定について

は、産業建設住民常任委員会に付託して審査することに決定しました。 

……………日程第３１ 議案第５３号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第３１、議案第５３号、有田川町副町長の選任の同意についてを議題とします。 

   本件は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 
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   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって、本案は同意することに決定しました。 

……………日程第３２ 議案第５４号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第３２、議案第５４号、有田川町監査委員の選任の同意についてを議題としま

す。 

   本件は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって、本案は同意することに決定しました。 

   ただいま監査委員の選任の同意がされました、服部眞悟君が議場に来られています

ので、御挨拶をお願いしたいと思います。 

○監査委員（服部眞悟） 

   議長からお許しをいただきましたので、一言、御挨拶を申し上げます。 

   ただいま、監査委員として選任同意をいただきました服部眞悟でございます。あり

がとうございました。 

   私にとりましては重責ではございますが、監査委員の職務の重要性を十分に認識し、

公正かつ厳正なる監査を行うことにより、その職責を果たしてまいりたいと存じます。 

   議員の皆様方や関係各位の御指導と御鞭撻を心よりお願い申し上げまして、甚だ簡

単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

〔拍手〕 

○議長（殿井 堯） 

   ありがとうございました。今後、監査委員としてよろしくお願いいたします。 

   それでは、ここで長い間、町行政の発展のために尽力をいただきました、山﨑博司

副町長が６月１３日をもって退任されます。山﨑副町長より発言の申し出がありまし



－２３－ 

たので、これを許可します。 

   副町長、山﨑博司君。 

○副町長（山﨑博司） 

   ただいま、議長より発言のお許しをいただきましたので、一言御挨拶を申し上げま

す。 

   今、議長が申し上げられたように、６月１３日が私の任期満了でございます。本日

が私にとって最後の議会となりますので、一言退任に当たり御挨拶を申し上げたいと

思います。 

   １９８５年、昭和３３年に旧金屋町の職員として奉職し、長きにわたり職務に励ん

でまいりました。この間、いろんなことを学び、またいろんな貴重な経験をさせてい

ただきました。特に、この３期、１２年間、中山町長のもとで新生有田川町のまちづ

くりについてかかわらせていただいたことは、私にとっては大変有意義なことであり

まして、また光栄に思っております。 

   大過なく本日、このように御挨拶を申し上げることができますのも、議員の皆様を

初め、町長、町職員、そしてまた全ての町民の皆様方の御支援、また御協力があった

たまものであると感謝を申し上げて、厚くお礼を申し上げる次第であります。 

   今後、一町民としてまちづくりに参画していけたらと、何かお手伝いができればと

思っておりますので、引き続き温かい御指導、また御厚情を賜りますことを心よりお

願い申し上げる次第であります。 

   最後になりましたが、有田川町のますますの発展と皆様方の御活躍、御健勝を心か

らお祈念申し上げまして、簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。

本当にありがとうございました。 

〔拍手〕 

○議長（殿井 堯） 

   山﨑副町長に申し上げます。長年にわたり、町行政発展のため、献身的に取り組ん

でいただきました。これまでの御苦労と御功績に対(しまして、深く敬意と感謝の意

を申し上げる次第であります。本当にありがとうございました。 

〔拍手〕 

○議長（殿井 堯） 

   お諮りします。 

   日程第２２、報告第１９号、日程第２３、議案第４５号、日程第２５、議案第４７

号から、日程第２９、議案第５１号まで及び日程第３３、議案第５５号までは、提案

理由の説明だけにとどめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 



－２４－ 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会したいと思います。 

   なお、次回の本会議は、６月１４日木曜日、午前９時３０分に開議します。 

   また、この後、委員会室において、議会広報編集特別委員会を開催しますので、委

員の方は、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １３時２６分 


